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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現
のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で
あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執
行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。

また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンス強化への取組みも重要な課題であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

当社における政策保有株式は、重要取引先との安定的関係構築およびその強化を基本方針としております。保有する株式は、当社の企業価値
向上や事業の発展に資すると判断する限り保有を維持します。また、上記方針に照らした見直しを行い、その結果を取締役会に報告します。

議決権行使に当たっては、当社の企業価値の毀損やコーポレートガバナンスに関する重要懸念事項が認められる場合などを除き、対象会社との
関係強化を進める方向で議案ごとに判断します。

【原則１－７】

当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取締役会での審議及び承認が必要である旨、また取引を行った場合には取締役会への
報告が必要である旨「取締役会規則」に定めております。

【原則３－１】

（i）経営理念や行動指針、中期経営計画等を当社ホームページに掲載しております。

（経営理念：http://www.techmatrix.co.jp/company/policy.html）

（中期経営計画：https://www.techmatrix.co.jp/company/gobeyond.html）

（ii）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレートガバナンスに関する報告書に記載し、当社及び東京証券取引所のホーム
ページに掲載しております。また、コーポレートガバナンスに関する基本方針として資料を作成し、当社ホームページに掲載しております。

（コーポレートガバナンス・コードへの対応：http://www.techmatrix.co.jp/ir/corporate_governance.html）

（東京証券取引所上場会社情報：http://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html）

（iii）（iv）当社は、代表取締役社長と２名の社外取締役（独立役員である監査等委員）で構成される任意の委員会である「人事委員会」を設置し、取
締役候補の協議・指名及び取締役の報酬案の協議・決定を行っております。また、取締役候補は、当社事業に精通し戦略的な思考能力、技術的
先進性を洞察できる能力、コンプライアンス及び内部統制に関する知識、当社対面市場に対する豊富な知識、企業財務及び企業経営に関する経
験と知識、企業法務に精通し高い専門性等を有する人材とすることとしております。各取締役の報酬額については、人事委員会で策定した報酬案
に基づき従業員の報酬水準や、各取締役に求められる責任の範囲、業績等を勘案の上、決定しております。

（v）社外取締役を含め取締役候補全員の選任理由を株主総会招集通知に記載しております。

（補充原則４－１ －１ ）

当社は、取締役会で審議、決議する事項を取締役会規則に定めております。また、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、迅速な経営の
意思決定を行うために定款を変更し、法令で認められた範囲において、取締役会から業務執行の決定の全部又は一部を常勤取締役へ委任でき
るようにしました。当社の業務執行を審議、決定する業務執行会議の議長は代表取締役が務めており、業務執行会議は、業務執行会議規程に基
づき、取締役会から委任された事項について審議、決定を行っております。

【原則４－８】

当社は、東京証券取引所の定める独立性要件を満たす独立社外取締役を４名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を
踏まえた議論を可能にしております。当社の企業規模、機関設計等を踏まえ、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督体制を確保していると判
断しております。

【原則４－９】

当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。

当社は、独立社外取締役候補者の選定に当たっては、企業経営や企業法務等の豊富な経験と広い知見を持ち、中長期的な視点で企業価値向上
に資する意見、助言が期待できる人物を候補者として選定しております。

（補充原則４－11 －１）

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名以内とし、監査等委員である取締役は４名以内と定めております。

当社は、事業の持続的な成長と安定性の向上による中長期的な企業価値向上が最重要課題と認識しており、当社事業に精通し戦略的な思考能
力、技術的先進性を洞察できる能力、コンプライアンス及び内部統制に関する知識、当社対面市場に対する豊富な知識、企業財務及び企業経営
に関する経験と知識、企業法務に精通し高い専門性等を有する人材を候補として、取締役を選定しております。

（補充原則４－11 －２）

常勤取締役の兼務先は、当社グループ企業及び当社が出資する企業であり、コンプライアンスを確保しつつ事業推進を円滑に行うために重要な
職務であると認識しております。また、社外取締役のうち１名が他の上場会社の役員（社外取締役）を兼任しておりますが、兼任状況は合理的な範



囲内であると判断しており、当社の取締役の役割・責務を十分適切に果たしていると認識しております。

これら当社取締役の兼任状況は株主総会招集通知に記載し、当社ホームページに掲載しております。

（株主総会収集通知掲載：http://www.techmatrix.co.jp/ir/library/notice.html）

（補充原則４－11－３）

当社は、取締役会の実効性の確保及び機能向上を目的に、各取締役（含む監査等委員）に対して、取締役の職務執行、取締役会全体の実効性、
取締役会の構成、取締役会の運営状況についてアンケートを実施し、その分析結果を基に取締役会において取締役会全体の実効性について評
価を実施しています。

本年は、2018年４月にアンケートを実施、2018年５月にその評価を実施しました。

今回の評価結果は下記の通り：

(1)当社の取締役会は概ね多様性を備えており、効果的かつ適切な経営監督機能を確保できている。

(2)それぞれの知見や経験等を活かして、活発で建設的な審議が行われている。

上記の結果から、取締役会の責務・役割を実効的に果たしていると評価しております。

今後も年一回程度継続して分析・評価を実施します。

コーポレートガバナンスに関する報告書に記載し当社及び東京証券取引所のホームページに掲載しております。

（コーポレートガバナンス・コードへの対応：http://www.techmatrix.co.jp/ir/corporate_governance.html）

（東京証券取引所上場会社情報：http://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html）

（補充原則４－14 －２）

当社は、取締役に求められる役割と責務を十分に理解するためのトレーニングを定期的に実施しております。

【原則５－１】

当社では、IR担当役員として経営企画部、財務経理部、人事部を統括する執行役員コーポレート本部長を選任し、関連する部門と連携を行い、IR
活動を行っております。

当社では、決算説明会を半期毎に開催し、社長が説明を行っております。また、個人投資家向け説明会開催回数の拡大、スモールミーティングの
開催頻度の向上に取り組んでおります。

合理的な範囲で社長が株主や投資家と対話を行い、そこで把握された株主の意見・懸念については、必要に応じて取締役会へ報告することとなっ
ております。IR担当者が対応をした場合は、IR担当役員に結果報告することにより、取締役会へ報告が行われます。

決算説明会や個人投資家向け説明会のみならず、株主や投資家との対話の際は、決算短信、有価証券報告書、中期経営計画等、開示した情報
を対話のテーマとすることで、インサイダー情報管理に努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,167,000 18.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,954,400 11.25

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＳＥＲＶＩＣＥＳ

ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ

ＦＵＮＤＳ／ＵＣＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ

750,000 4.32

徳山　教助 707,600 4.07

テクマトリックス従業員持株会 487,100 2.80

GOVERNMENT OF NORWAY 407,800 2.35

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ

（ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ） ＬＩＭＩＴＥＤ 131800
328,900 1.89

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE－AC） 276,899 1.59

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 271,194 1.56

ＴＩＳ株式会社 244,400 1.41

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．当社は、自己株式7,387,953株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、割合は自己株式を控除して計算しております。

２．三井住友アセットマネジメント株式会社が、2017年11月7日付で公衆の縦覧に供した大量保有報告書において、2017年10月31日現在で
1,034,300株を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記には含
めておりません。

３．BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が、2018年４月26日付で公衆の縦覧に供した大量保有報告書において、2018年４月23日
現在で1,573,800株を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記
には含めておりません。

４．NOMURA INTERNATIONAL PLC及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社から2014年12月５日付で関東財務局長に提出



され、その写しの送付を受けた大量保有報告書（変更報告書）により、2014年11月28日現在で当社の株式を保有している旨の報告を受けておりま
すが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

安武　弘晃 他の会社の出身者 △

高山　健 他の会社の出身者 △

三浦　亮太 弁護士 ○

杉原　章郎 他の会社の出身者 ○

佐々木　英之 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

安武　弘晃 　 ○
安武弘晃氏は、楽天株式会社の取締役を
2016年１月に退任しております。

同氏は、インターネット事業ならびにシステム開
発分野に関する知識・経験を当社の経営に生
かせるものと判断し、2018年６月の定時株主総
会に同氏の就任を付議し承認されました。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性に関する要件を満たしていることか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれはない
方と認識しており、独立役員に選任しておりま
す。



高山　健 ○ ○
高山健氏は、楽天株式会社の取締役常
務執行役員を2013年３月に退任しており
ます。

同氏は、企業経営に関する知識・経験、また財
務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おり、コーポレートガバナンスの強化を図るた
め経営全般の監視と有効な助言を得られるも
のと判断し、2017年６月の定時株主総会に同
氏の就任を付議し承認されました。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性に関する要件を満たしていることか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれはない
方と認識しており、独立役員に選任しておりま
す。

三浦　亮太 ○ ○
三浦亮太氏は、森・濱田松本法律事務所
に所属する弁護士であります。

同氏には、弁護士として企業法務を中心に専
門的な見地からの有効な助言を期待するととも
に、監視機能、更にはコーポレートガバナンス
の強化を図る事を目的に、当社と一切の関係
を有しない独立した立場で有効な助言を得られ
るものと判断し、2017年６月の定時株主総会に
同氏の就任を付議し承認されました。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性に関する要件を満たしていることか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれはない
方と認識しており、独立役員に選任しておりま
す。

杉原　章郎 ○ 　
杉原章郎氏は、楽天株式会社の業務執
行者であります。

同氏は、企業経営の知識・経験を有しており、
コーポレートガバナンスの強化を図るため経営
全般の監視と有効な助言を得られるものと判
断し、2017年６月の定時株主総会に同氏の就
任を付議し承認されました。

佐々木　英之 ○ ○ ―――

企業経営並びに内部統制に関する知識・経
験、また財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しており、その知識・経験を当社の経営
に生かせるものと判断し、2017年６月の定時株
主総会に同氏の就任を付議し承認されました。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主と利益相反が生じるおそれはない方と
認識しており、独立役員に選任しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社の当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項は以下のとおりであります。

「当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項」

監査等委員会より補助人を置くことを求められた場合には、内部監査室の所属員に監査等委員会の職務の補助を委嘱するものとする。

「前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員を除く）からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該取締役及び使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」

上記の補助者の人事異動・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないものとする。また人事評価は、監査等委員会の意見を聴
取の上、行うものとする。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人の補助業務に関する指揮権は監査等委員会が有し、
取締役の指揮命令は受けないものとする。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、下記の体制をとっております。

イ　監査等委員会、内部監査室、監査法人による三様監査の連携強化を推進する。また、監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人と、それ



ぞれ定期的に意見交換を実施する。

ロ　当社は、グループ全体の監査の実効性を高めるために定期的なグループ監査役連絡会を設置し、連絡会を通じて、当社の監査等委員会及び
子会社の監査役が情報交換及び意見交換を行い、企業集団としての監査業務の充実を図り、リスクマネジメントに貢献し、守りの面から経営に寄
与するよう努める。グループ監査役連絡会は、四半期に1回定期会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。

ハ 監査等委員が職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）上必要な費用については、期初に予算化するとともに、予算化さ

れた以外に職務の執行上必要な費用が生じた場合は、都度前払又は事後請求できるものとする。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事委員会 3 1 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

補足説明

当社は、代表取締役社長と２名の社外取締役（独立役員である監査等委員）で構成される任意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役候
補の協議・指名及び取締役の報酬案の協議・決定を行っております。取締役候補については、人事委員会で策定した指名案に基づき、株主総会
付議議案として取締役会で決定しております。

各取締役の報酬額については、人事委員会で策定した報酬案に基づき従業員の報酬水準や、各取締役に求められる責任の範囲、業績等を勘案
の上、決定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員である三浦亮太が所属する森・濱田松本法律事務所と2015年３月より顧問契約を締結しておりますが、その支払実績は年間お
およそ600万円となっております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

常勤取締役（監査等委員である取締役を除く）に対し株式報酬型ストック・オプション制度を導入しております。

また、役員持株会により自社株式を購入できる制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

常勤取締役（監査等委員である取締役を除く）、及び業務執行者である執行役員（取締役兼任を除く）に対し株式報酬型ストック・オプション制度を
導入しております。

また、役員持株会及び社員持株会により自社株式を購入できる制度を導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

有価証券報告書において、取締役に支払った報酬の総額を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、代表取締役社長と２名の社外取締役（独立役員である監査等委員）で構成される任意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役候
補の協議・指名案の策定、及び取締役の報酬案の協議・策定を行っております。

各取締役の報酬額については、人事委員会で策定した報酬案に基づき従業員の報酬水準や、各取締役に求められる責任の範囲、業績等を勘案
の上、決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役及び社外監査等委員に対する取締役会に関する連絡は、経営企画部が窓口となって行っております。取締役会における重要

議題については、事前に資料の送付を行っており、また必要に応じて事前並びに事後の説明・報告を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【取締役会】

取締役会には、監督機能の強化のため社外取締役を招聘しており、社外取締役５名を含む９名の構成としております。取締役会は、月１回の定例
取締役会と必要に応じ臨時取締役会を開催しております。

【業務執行会議】

業務執行に関する課題を協議する機関としては、常勤取締役（常勤監査等委員である取締役を含む）・執行役員・事業部長等によって構成される
業務執行会議を設置しております。また業務執行会議では、取締役会に付議すべき重要事項の検討を行い、取締役会及び代表取締役社長に答
申を行っております。業務執行会議は毎月１回定例会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集しております。

【監査等委員会】

監査等委員会は、常勤監査等委員１名、非常勤監査等委員３名（４名全員が社外取締役であります）で構成され、月１回の定例監査等委員会を開
催しております。

【人事委員会】

人事委員会は、代表取締役社長と２名の社外取締役（独立役員である監査等委員）で構成される任意の委員会で、取締役候補の協議・指名及び
取締役の報酬案の協議・決定を行っております。

【内部監査】

内部監査の体制としては、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、全部門を対象に内部統制監査とISMS（情報セキュリティマネジメントシステ
ム）内部監査を計画的に実施しております。内部監査室は、専任の従業員３名の体制となっております。

【会計監査】

会計監査につきましては、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任あずさ監査法人を起用しております。

同法人における業務執行の体制は以下のとおりであります。

　・業務を執行した公認会計士の氏名

　指定有限責任社員、業務執行社員： 薊和彦、新井浩次

　・会計監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士４名、その他５名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、ならびに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実
現のために、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定、それに基づく迅速かつ的確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監
査、以上をバランス良く行う体制を構築することが、コーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。

経営の意思決定及び業務執行の監督を行う最高機関として取締役会があります。監督機能の強化のため、取締役会には社外取締役を招聘して
おります。

また、取締役候補の協議・指名及び取締役の報酬案の協議・決定を行うための任意の委員会である、人事委員会を設置しております。

加えて、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を区分し、経営効率の向上
を図るために執行役員制度を採用しております。

監査機能としては、当社は監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、常勤監査等委員１名、非常勤監査等委員３名（４名全員が社外取
締役であります）で構成されております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
招集通知の発送日の６月６日に先立ち、６月１日に当社ホームページに招集通知を掲載
いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 2018年６月22日午後２時より開催致しました。

電磁的方法による議決権の行使
第32期定時株主総会より、インターネット等による議決権の行使ができる環境を提供して
おります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第32期定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
2017年７月15日、2017年７月23日、2017年８月24日、2018年２月17日及び2018
年３月３日に開催致しました。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

2017年11月14日及び2018年５月22日に開催致しました。 あり

IR資料のホームページ掲載
URL: http://www.techmatrix.co.jp/ir/library/index.html において、決算短信、

事業報告書、有価証券報告書、会社説明資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画部がIR担当部署であります。執行役員 コーポレート本部長 森脇 喜

生がIR担当役員、IR事務連絡責任者であります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、「環境方針」を定め、これに基づいた環境マネージメント・システムを構築し、環境
改善活動を計画的かつ継続的に実施しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

下記が当社の内部統制システム構築の基本方針であります。

尚、同基本方針は、2015年６月19日の取締役会において、一部改定を決議しております。

記

1.　当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、「企業倫理ガイドライン」「コンプライアンス行動指針」「環境方針」「セキュリティポリシー」「ソーシャルメディアポリシー」を定め、法令・定
款・社内規程等の遵守につき、役員・従業員の行動基準を明確にする。

(2)当社は、役員・従業員に対する教育・研修を定期的に行うことにより、上記ガイドライン・行動指針等の周知徹底をはかるものとする。

(3)当社は、取締役（監査等委員を除く）及び各部署の日常的な業務執行状況の監査を実施し、ガイドライン・行動指針等の遵守状況を確認する。

(4)当社は、従業員の経営への参画意識を高めるために、毎月1回社員全員参加の朝会を実施し、社長が経営方針、事業の進捗状況等の説明を
行い、全社レベルで意識の共有をはかる。

(5)当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、その関係を一切遮断するものと
する。

(6)当社は、関係会社管理規程により、当社常勤監査等委員の当社の監査に必要な範囲での子会社に対する調査権及び報告請求権を定める。ま
た、当社内部監査室は、直接又は子会社の内部監査室を通じて、子会社に対する定期監査及び臨時監査を行う。

(7)当社は、当社及び子会社の役員・従業員が利用可能な内部通報制度を導入し、コンプライアンス違反等に厳正に対処するものとする。

2.　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、「文書管理規程」に基づき、以下の文書（電磁的記録を含む）を関連資料とともに適切に保存及び管理（廃棄を含む）を行い、必要に応
じて運用状況の検証、各規程の見直しを行う。

　・株主総会議事録

　・取締役会議事録

　・業務執行会議議事録

　・税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し

　・その他文書管理規程に定める文書

(2)当社は、JIS Q 27001（ISMS）に適合した情報資産の管理に努めるものとする。

(3)当社は、子会社をして、当社に準ずる仕組みを導入させることにより、適切な文書の保存及び管理（破棄を含む）を実現する。

3.　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、「危機管理規程」を定め、それを子会社に共有することにより、当社及び子会社の危機管理体制を構築し、損失の危険を含めた危機の
未然防止に努めるとともに、危機が発生・発見された場合には、対策本部を設置する等、被害回避及び被害拡大防止に努めるものとする。また、
当社及び子会社は、同規程に基づき、事業継続計画を策定し、事業継続上のリスクを認識し、対策を実行することにより、リスクのミニマイズに努
めるものとする。

(2)当社は、JIS Q 27001（ISMS）の認定を取得し、その維持・改善活動を通じて、情報セキュリティ及び個人情報保護に起因する損失のリスクに対

する基準に適合した管理・運用に努めるものとする。また、当社は、必要性を判断の上、子会社をして、JIS Q 27001（ISMS）、またはプライバシー・

マークの認定を取得させることにより、当社に準じた情報セキュリティ体制を構築するものとする。

(3)当社は、社長直属の部署である内部監査室により、当社及び子会社の各部署の日常的な業務執行状況に係る内部統制システム監査を実施
し、損失の危険に繋がるリスクの洗い出し、リスクに対する評価をするとともにリスク対応状況を確認する。尚、子会社に内部監査室が存在する場
合、当社内部統制委員会の承認を以って、当社の子会社における内部統制システム監査の評価業務の一部又は全部を子会社の内部監査室に
委任することができる。

4.　当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、執行役員制度をとることにより取締役会をスリム化し、「取締役会規則」に則り、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行えるようにす
る。取締役会は毎月1回定例会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。

(2)当社は、「業務執行会議規程」に則り、常勤取締役・常勤監査等委員・執行役員・事業部長等によって構成される業務執行会議を設置し、業務
執行に関する課題について協議するとともに、取締役会に付議すべき重要事項を検討し、取締役会および代表取締役社長に答申する。業務執行
会議は毎月1回定例会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。

(3)当社は、事業の効率性を追求するため、内部統制システムの継続的な整備と業務プロセスの改革を推進する。

(4)当社は主要な子会社に役員を派遣し、当該子会社の取締役会において、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
が整備され、かつ有効に運用されているかチェックし、改善の必要があると判断される場合は、取締役または取締役会に要請するものとする。

5.　当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び当社子会社から成る企業集団における業
務の適正を確保するための体制

(1)本基本方針に則り、当社は、会社の規模及び事業内容に適した内部統制システムを構築し、運用・評価を実施するとともに、子会社における内
部統制システムの構築・運用についての評価を実施する。

(2)評価実務は当社内部監査室、当社内部統制委員会が承認した場合、子会社内部監査室が行う。

(3)当社は主要な子会社に役員を派遣し、子会社の役員会を通じ、子会社の事業状況並びに財務状況を把握し、当社の取締役会や業務執行会議
において、派遣した役員又は子会社の役員より、子会社の事業状況ならびに財務状況の報告を受けるとともに、重要事項については協議を行う。

(4)当社は、関係会社管理規程により、事前承認事項・事前事後報告事項を定め、子会社に対し、その遵守を義務付ける。

6.　当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会より補助人を置くことを求められた場合には、内部監査室の所属員に監査等委員会の職務の補助を委嘱するものとする。

7.　前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員を除く）からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該取締役及び
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項



上記の補助者の人事異動・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないものとする。また人事評価は、監査等委員会の意見を聴
取の上、行うものとする。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人の補助業務に関する指揮権は監査等委員会が有し、
取締役の指揮命令は受けないものとする。

8.　当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1)当社常勤監査等委員は、当社及び子会社における経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締役会、業務執行会議、内部統制
委員会及びグループ社長会等の重要な会議に出席する。取締役（監査等委員を除く）・執行役員は、上記の会議、あるいは日常業務を通じて、常
勤監査等委員に対し必要な報告を行う。また、常勤監査等委員は、稟議書等の業務執行に関わる書類等の閲覧を行い、必要に応じ役員・従業員
に説明を求めるものとする。常勤監査等委員は、監査等委員会又は適切な手段で適時非常勤監査等委員に必要な報告を行う。

(2)当社は、関係会社管理規程により、事前承認事項・事前事後報告事項を定め、子会社に対し、その遵守を義務付ける。子会社から報告を受け
た部署の責任者は、適時、当社監査等委員会に報告するものとする。尚、当該報告が常勤監査等委員のみに行われた場合、常勤監査等委員
は、監査等委員会又は適切な手段で適時非常勤監査等委員に必要な報告を行う。

(3)監査等委員会は、監査等委員会への報告者が当該報告をしたことを理由として不当な取り扱いを受けることがないよう、監視し、必要に応じて
取締役会に対して改善等を求める。

9.　その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員会、内部監査室、監査法人による三様監査の連携強化を推進する。また、監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人と、それぞ
れ定期的に意見交換を実施する。

(2)当社は、グループ全体の監査の実効性を高めるために定期的なグループ監査役連絡会を設置し、連絡会を通じて、当社の監査等委員会及び
子会社の監査役が情報交換及び意見交換を行い、企業集団としての監査業務の充実を図り、リスクマネジメントに貢献し、守りの面から経営に寄
与するよう努める。グループ監査役連絡会は、四半期に1回定期会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。

(3)監査等委員が職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）上必要な費用については、期初に予算化するとともに、予算化さ
れた以外に職務の執行上必要な費用が生じた場合は、都度前払又は事後請求できるものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、その関係を一切遮断することを基本方針とし
て、「企業倫理ガイドライン」及び「コンプライアンス行動指針」に明文化し、全従業員がこれを遵守するよう定期的に周知しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

当社は、投資家をはじめとするステークホルダーに対するタイムリー・ディスクロージャーを重要な経営課題の一つと考え、積極的かつ迅速に情報
開示を行っていきます。

具体的な適時開示に係る社内体制は以下のとおりであります。

当社では、情報開示担当役員、情報取扱責任者は執行役員コーポレート本部長となっております。情報開示は、情報開示担当役員／情報取扱責
任者の指示のもと、経営企画部が情報開示担当部署として行います。

決定事実・決算情報（四半期開示を含む）につきましては、取締役会での機関決定後、あるいは承認後、情報取扱責任者の指示により情報開示
担当部署が速やかに開示を行います。

発生事実・その他の会社情報につきましては、関係部署並びにグループ会社から情報開示担当役員／情報取扱責任者のもとに情報が集約され
ます。情報開示担当役員／情報取扱責任者は、情報の重要性等を検討した上で重要な情報については代表取締役社長に報告を行い、開示事項
と判断された場合には、情報開示担当部署に開示の指示を行います。

上記の適時開示の流れを図式化しますと参考資料「適時開示体制（模式図）」のとおりとなります。




